
 ・浦添市産業振興補助金交付申請書(様式第１号) ・市税の滞納のない証明書

 ・雇用契約書など、雇用を証明する書類の写し ・（法人の場合）登記簿謄本の写し

 ・新規職員の名簿、住民票、社保確認書類
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申請者 申請者 浦添市 申請者 申請者 浦添市

④
申請者 浦添市 申請者
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 ❶ 補助期間は、雇用した日の翌月から６か月以内 です。

 ❷ 補助金額は、１人あたり月額２万円、上限４８万円以内 です。

 ❸ 補助金の申請は、事業所を新設するにつき １回限り です。

 ❹ 雇用者の親族(※) は補助金の対象外です。(※親族：雇用者の配偶者、２親等以内の血族又は姻族)

産業振興補助金【雇用支援事業（社会保険等への補助）】 浦添市

 市内に事業所を新設（設置後３年以内）した事業者の皆様、

新規職員の雇用にかかる経費（社会保険料等）を補助します。

対
象 　新規店舗（賃借）において、浦添市民の新規従業員を雇用（正規雇用）した事業者

 ※新規職員：浦添市に住民登録している方で、期限の定めのない常時雇用契約により採用され、かつ雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していて
　　　　　　 雇用された日から１年以内の方のことをいう。


